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社会福祉法人 対馬市社会福祉協議会 

給 与 規 程 

 

第１章 総   則 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人対馬市社会福祉協議会就業規則（以下「就業規則」

という。）第２７条の規定に基づき就業規則第２条第１項第１号および第２号に規

定する事務職員および事業職員（以下「正職員」という。）の給与に関する事項を

定めることを目的とする。 

（給 与） 

第２条 この規程に定める給与は、給料及び諸手当とする。 

２ 前項に規定する諸手当は次のとおりとする。 

（１）管理職手当 

（２）扶養手当 

（３）時間外勤務手当 

（４）休日勤務手当 

（５）住居手当 

（６）通勤手当 

（７）単身赴任手当 

（８）期末手当・勤勉手当 

（９）職務手当 

(給与の支給) 

第３条 給与は、月給制とし、月の１日から末日まで（以下「支給期間」という。）

の給与の支給日は２１日とする。ただし、その日が就業規則第１８条第１項に規定

する休日に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日でない日に支

払う。 

２ 前項の規定にかかわらず、給与を直接現金で受け取るべき者の同意があった場合

には、その全部または一部を、そのものの指定する銀行その他の金融機関の預貯金

口座への振り込みの方法により支払うことができる。 

（新任､休職、復職、昇給、退職及び死亡の際の給与計算と支給） 

第４条 新任、休職、復職及び昇給の場合の当初の給与は、その発令の日から支給す

る。 

２ 退職の場合の給与は、その退職の日まで支給する。 

３ 死亡の場合の給与は、その月まで支給する。 
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４ 第１項第２項の規定により給与を支給する場合であって、前条第１項に規定する

支給期間の全日数に達しないときは、その支給期間の全日数から就業規則第１８条

に規定する休日の日数を差引いた日数を基礎とし日割りによって支給する。 

（給与の端数処理） 

第５条 給与の支払いにあたって１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて

支給する。 

 

第２章 給  料 

（給料表） 

第６条 職員の給料は、事務職員給料表（別表１）および事業職員給料表（別表２）

により予算の範囲内で会長が定める。 

２ 職員に適用する給料表は、次の各号のとおりとする。 

（１）事務職員給料表：就業規則第２条第１項第１号により雇用された事務職員 

（２）事業職員給料表：就業規則第２条第１項第２号により雇用された事業職員 

３ 就業規則第２条第１項第１号により雇用された職員が就業規則第２条第１項第

２号による業務を兼務するときは事務職員給料表を適用する。 

（初任給） 

第７条 新たに職員となる者の給与は次の各号とする。 

（１）事務職員：事務職員給料表 １級５号給 

（２）事業職員：事業職員給料表 １号給 

２ 前項の規定にかかわらず新たに職員となった者の学歴、職務経験等により、別表

３により在職年数に加算する。 

３ 新たに採用する職員の初任給の決定に対しては様式第１号の算定調書により行

う。 

（級別標準職務） 

第８条 事務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合いに基づき、これを別表

１の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務

の内容は、別表４に定める級別標準職務表のとおりとする。 

（昇給及び昇格） 

第９条 職員の昇給は、第５項に定める日に、同日前１年間におけるその者の勤務成

績に応じて、行うものとする。 

２ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号級数

は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の４号給（事務職員給

料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級である職員にあっては、３号給）と

することを標準として別表１1 に定める基準に従い決定するものとする。 

３ ５５歳に達した職員は、前２項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日後にお
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ける最初の４月１日以降は、昇給を行わないものとする。ただし、当該職員で第１

項に規定する期間の全部を特に良好な成績で勤務した場合に限り同項の規定によ

り昇給させるものとし、この場合における昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則

で定める基準に従い決定するものとする。 

４ 職員の給料月額がそのものの属する職務の級における最高の号給である間は昇

給しない。 

５ 昇給の時期は、毎年１月１日とする。 

６ 事務職員において昇格（職員の職務の級を同一給与表の上位の職務の級に変更す

ることをいう。以下同じ。）させる場合には、次の基準により、その職務に応じそ

の者の属する職務の級を 1 級上位の職務の級に決定するものとする。 

（１）主事は、１級職を原則とするが給与月額が１級３３号給１２月経過以上のも

のでかつ１級職在級８年以上なるもので勤務成績が良好な場合には２級職に

格付けする。 

（２）主査は、２級職を原則とするが給与月額が２級２１号給１２月経過以上かつ

２級職在級５年以上のもので勤務成績が良好な場合には３級職に格付けする。 

（３）係長は、３級職を原則とするが給与月額が３級２５号給１２月経過以上かつ

３級職在級９年以上のもので勤務成績が良好な場合には４級職に格付けする。 

（４）課長、支所長及び参事は、４級職を原則とするが、給与月額が４級２９号給

１２月経過以上かつ４級職在級９年以上のもので勤務成績が良好な場合は５

級職に格付けし課長、支所長であって５級４１号以上かつ５級在級８年以上の

もので勤務成績が特に良好な場合は６級職に格付けする。 

（５）事務局長は、５級職を原則とするが給与月額が５級４１号給１２月経過以上

かつ５級在級８年以上なるもので勤務成績が良好な場合は６級職に格付けす

る。 

７ 前項の規定により昇格させた場合におけるその者の給料月額は、昇格した日の前

日に受けていた号級に対応する別表１２に定める昇格時号級対応表の昇格後の号

級欄に定める号給とする。 

８ 昇格した日の前日に受けていた給料月額が昇給した職務の級の最低の号給と同

じ号給（同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給）に達しない号給である

ときは昇格した職務の級の最低の号給とする。 

９ 平成１６年４月１日において、合併前、平成１６年４月１日に支給されるとされ

ていた給料月額が当日の職務の級より下位の場合は、その職務の級において平成１

６年４月１日に支給されるとされていた給料月額の直近上位（その給料月額がその

職務の級の最低の号給の額を下回っている場合にはその職務の級の最低）の号給と

する。 

第３章 諸 手 当 
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（管理職手当） 

第１０条 管理職手当は、管理または監督の地位にある次の職員それぞれに定める月

額を支給する。 

(１) 事務局長     ４１，０００円 

(２) 課長、支所長   ３７，０００円 

２ 前項に定める職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号

の１に該当する場合は管理職手当を支給しない。 

(１) 勤務しなかった場合 

(２) 外国に出張の場合 

（扶養手当） 

第１１条 扶養手当は、扶養親族を有する職員すべてに対して支給する。 

２ 前項に規定する扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主とし

てその職員の扶養を受けているものをいう。 

(１) 満２２歳に達する日以降最初の３月３１日までの間にある子 

(２) 満２２歳に達する日以降最初の３月３１日までの間にある孫 

(３) 満６０歳以上の父母及び祖父母 

(４) 満２２歳に達する日以降最初の３月３１日までの間にある弟妹 

(５) 重度心身障害者（民法第７２５条の規定による法定親族関係の者に限る。） 

３ 前項第１号から第４号に規定する扶養親族に年額１，３００，０００円以上の所

得がある場合または他の扶養親族となっている場合は、扶養手当は支給しない。 

４ 扶養手当の月額は、別表５に掲げる額とする。 

５ 新たに職員となった者に扶養親族がある場合または職員に次の各号の1に掲げる

事実が生じた場合においては、その職員は直ちに扶養親族届（様式第２号）により

届けでなければならない。 

(１) 新たに扶養親族たる用件を具備するに至った者がある場合 

(２) 扶養親族たる用件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は前条第

２項第２号又は第４号に該当する扶養親族が、満２２歳に達した日以降最初の３

月３１日の経過により、扶養親族たる用件を欠くに至った場合を除く。） 

６ 扶養手当は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が

職員となった日、職員に前項第１号に規定する事実が生じた場合、職員の扶養親族

の一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合または職員の扶養親族たる子

で同項の規定による届け出にかかる者のうち特定期間にある子でなかった者が特

定期間となった場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌日（その日が

月の初日であるときは、その日の属する月）から支給を開始し、またはその支給額

を改定する。ただし、扶養手当の開始については、同項の規定による届出がこれに

かかる事実の生じた日から１５日を経過した後になされた場合においては、その届
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出を受理した日の属する月の翌日（その日が月の初日であるときは、その日の属す

る月）から行うものとする。 

（時間外勤務手当・休日勤務手当） 

第１２条 就業規則第１７条に規定する時間外勤務を命ぜられた職員には、その勤務

した全時間に対して勤務１時間につき勤務１時間あたりの給与額に１００分の１

２５（その勤務した時間が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、

１００分の１５０）の割合を乗じた額を支給する。ただし、当該時間外勤務が１か

月につき６０時間を超えた場合には、その６０時間を超えて勤務した時間に対して

勤務時間１時間につき勤務時間１時間当たりの給与額に１００分の１５０（その勤

務した時間が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の 1

１７５）の割合を乗じた金額を支給する。 

２ 就業規則第１９条に規定する休日勤務を命ぜられた職員には、その勤務した全時

間に対して勤務１時間につき勤務１時間あたりの給与額に１００分の１３５（その

勤務した時間が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の

１６０）の割合を乗じた額を支給する。 

３ 第１項から前項までの勤務１時間あたりの給与額は、給料月額に１２を乗じ、そ

の額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたものから８時間に１８を乗じたも

のを減じた数字で除して得た金額とする。ただし、その金額に円未満の端数が生じ

たときは、これを円単位に四捨五入した額とする。 

４ 第１項及び第２項に規定する手当は、毎月末日をもって締切り、翌月の給与支給

日に支給する。 

（住居手当） 

第１３条 住居手当は、次の各号の１に該当する職員に支払う。 

(１) 自ら住居するための住宅（貸間を含む。）を借受け、家賃（使用料を含む。）

を支払っている職員（職員の扶養親族たる者が借受けた住宅に居住し家賃を支払

っている職員及び職員の扶養親族または配偶者若しくは一親等の親族と共同し

て借受けている住宅に共に同居し、その生計を主として支えている職員を含む。） 

(２) 単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借受け、

家賃を支払っているもの。 

(３) 単身赴任手当を支給される配偶者のない職員で、単身赴任手当の支給要件に

かかる子が現に居住している住宅（職員が単身赴任手当の直前に居住していた住

宅またはこれに相当する住宅に限る。）を借受け、家賃を支払っているもの。 

２ 住居手当の月額は、別表６に掲げる額とする。 

３ 新たに支給要件を具備するに至った職員及びすでに住居手当を受けている職員

でその支給月額を変更すべき事実が生じた場合は、住居届（様式第３号）に契約書

の写し等関係を明らかにする書類を添付して速やかに届け出なければならない。 
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（通勤手当） 

第１４条 通勤手当は、次の各号の１に該当する職員に支給する。 

(１) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員 

(２) 通勤のため自動車その他の交通用具（以下「自動車等」という。）を使用する

ことを常例とする職員 

(３) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ自動車等を使用する

ことを常例とする職員 

２ 前項の規定にかかわらず前項各号に掲げる職員のうち交通機関を利用し、または

自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であ

って徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が２キロメートル未満である

ものには、通勤手当は支給しない。 

３ 通勤手当の月額は、別表７に掲げる額とする。 

４ 通勤手当を受けるべき職員が、出張、研修、休暇、休職その他の事由により支給

期間の全日数にわたって通勤しなかったときは、その支給期間にわたる通勤手当は、

支給しない。 

（単身赴任手当） 

第１５条 単身赴任手当は、赴任または事務所の移転に伴い住居を移転し、父母の疾

病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職

員で、当該異動または事務所の移転の直前の住居から当該異動または事務所の移転

の直後に在勤する事務所に勤務することが通勤距離等を考慮して困難であると認

められたもののうち単身で生活することを常況とする職員で、直前に配偶者と同居

していた住居と異動後当該職員が居住する住居の距離が６０キロメートル以上離

れた場合若しくは、これに相当する程度に通勤が困難な場合に支給する。 

２ 前項の規程によるやむを得ない事情等は次の各号によるものとする。 

(１) 配偶者が、疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の

父母又は同居の親族を介護すること。 

(２) 配偶者が、学校教育法(昭和２２年法律第２６号)第１条に規定する学校その

他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。 

(３) 配偶者が、引続き就業すること。 

(４) 配偶者が、職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため，引続き当該住

宅に居住すること。 

(５) 配偶者が、職員と同居出来ないと認められる前各号に類する事情 

３ 単身赴任手当は、月額２３,０００円とする。なお、直前に配偶者と同居してい

た住居と異動後当該職員が居住する住居の距離が１００キロメートル以上離れた

場合には、別表８に掲げる金額を加算する。 

４ 単身赴任手当の支給を受ける職員が、その支給期間の全日数を勤務しなかったと
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きはこれを支給しない。 

（期末手当・勤勉手当） 

第１６条 期末手当・勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（これらの日を「基準日」

という。）にそれぞれ在職する職員のうち、基準日において次の各号に掲げる職員

以外のものに対して、それぞれ６月３０日及び１２月１０日に支給する。その日が

就業規則第１８条第１項に規定する休日に当たるときは、その日の前においてその

日に最も近い休日でない日に支払う。これらの基準日前１か月以内に退職し、また

は死亡した職員に対しても同様とする 

(１) 就業規則第２５条の規定による介護休業中の職員 

(２) 就業規則第２６条の規定による育児休業中の職員 

２ 期末手当・勤勉手当の金額は、別表９に掲げる金額とする。 

（職務手当） 

第１７条 職務手当は、職員が担当する職務の内容、職務を遂行するために必要な技

能や取得した資格、専門性、責任に重さを応じ、支給する。 

２ 職務手当の月額等は、別表１０に掲げる額とする。 

 

第４章 休 職 給 

（休職者の給与） 

第１８条 就業規則第３２条第１項第１号の規程により業務上の傷病による休職の

場合は、これに給与の全額を支給する。 

２ 職員が前項以外の心身の故障により就業規則第３２条に掲げる理由に該当して

休職された時の給与は給料、扶養手当、住居手当及び期末手当とし、支給割合は

次のとおりとする。 

(１) 結核、および精神障害の場合は、満２年まで給与の１００分の８０を支給す

る。 

(２) 前号に規定する以外の傷病による場合は、満１年まで給与の１００分の８０

を支給する。 

(３) 刑事事件で公訴により裁判所に勾留された場合は、その勾留の期間給与の１

００分の６０を支給する。 

(４) 前３号に定めるもののほか、休職を命ぜられた職員には支給をしない。 

 

第５章 雑  則 

（給与基準の改定） 

第１９条 対馬市条例の給与等の改定により本規程の改定の必要が生じた場合は、対

馬市の給与基準に準じて改定する。 

（改 正） 
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第２０条 本規程を改正する場合には、職員を代表する者の意見を聞いた上、理事会

の議決を得これを行うものとする。 

 

 附 則 

１ この規程は、平成１６年４月１日より施行する。 

２ この規程は、平成１７年４月１日より改正実施する。 

３ この規程は、平成１７年１２月１日改正し平成１７年４月１日より実施する。 

   別表１、別表２、別表４、別表８－③ 

４ この規程は、平成１９年１月１日より改正実施する。 

５ 改正時の給与月額の算定にあたっては、対馬市の給与基準及び平成１７年度人事

院勧告の基準により算定する。 

６ 第９条第７項に規定する在級年数については、改正前の在級年数を次により加算

する。 

改正前の級 改正後の級 

１級 
１級 

２級 

３級 ２級 

４級 
３級 

５級 

６級 ４級 

７級 ５級 

８級 ６級 

７ 附則５により算定した給与月額が、改正前の規程により平成１８年４月１日に支

給されるとされた給料月額に達しない場合は、給料月額のほかに、その差額を給料

として支給する。 

８ この規程は、平成１９年６月１日より改正実施する。 

   別表６、別表９ 

９ この規程は、平成２０年１月１９日より改正し、平成１９年４月１日より実施す

る。 

   別表１、別表２、別表４、別表８－③ 

１０ この規程は、平成２０年１０月１日より改正実施する。 

   第１０条の改正 

１１ この規程は、平成２１年６月１日より改正実施する。 

   別表８－③ 

１２ この規程は、平成２１年１２月１日より改正実施する。 

   別表１、別表２、別表８－③ 
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１３ 平成２１年１２月１日現在附則７に該当する職員の給料にあたっては、その給

料の額に１００分の９９．７６を乗じて得た額とし、その額に１円未満の端数が生

じたときはこれを切り捨てた額とする。 

１４ この規程は、平成２２年４月 1 日より改正実施する。 

   第１２条、第１３条及び別表５、別表６ 

１５ この規程は平成２２年１２月１日に改正し、平成２２年４月１日より実施する。 

   別表１、別表２、別表８－③ 

１６ 平成２２年１２月１日の改正に当たり、特定職員(事務職員給料表を適用する

職員のうち職務の級が６級以上のものをいう。)が、５５歳に達成した日後におけ

る最初の４月１日(５５歳に達した日後最初の４月１日以降に特定職員となった場

合は特定職員となった日)以降の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額か

らそれぞれ当該各号に定める額を減ずる。 

(１) 給料月額 当該特定職員の給料が月額に１００分の１．５を乗じた額(給料月

額に１００分の１．５を乗じた額を減じた額が、当該特定職員の職

務の級の最低の号給に達しない場合は、当該特定職員の給料月額か

ら当該特定職員の属する職務の級の最低の号給の給料月額を減じた

額(以下「給料月額減額基礎額」という)) 

(２) 期末手当 それぞれの基準日において、当該特定職員が受けるべき期末手当

の額に１００分の１．５を乗じた額(給料月額減額基礎額に該当する

職員については、当該特定職員が受けるべき期末手当の額から給料

月額算定基礎額を基礎として算定された額を減じた額) 

(３) 勤勉手当 それぞれの基準日において、当該特定職員が受けるべき勤勉手当

の額に１００分の１．５を乗じた額(給料月額減額基礎額に該当する

職員については、当該特定職員が受けるべき期末手当の額から給料

月額算定基礎額を基礎として算定された額を減じた額) 

１７ 平成２２年１２月１日現在附則７に該当する職員の給料にあっては、附則１３

の規定にかかわらず、その給料の額に１００分の９９．５９を乗じて得た額とし、

その額に１円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。 

１８ 平成２２年１２月支給の期末手当の額は、平成２２年４月１日現在次表に該当

する職員を除き、当該職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及

び単身赴任手当月額の合計額に１００分の０．２８を乗じた金額に、本規則改正実

施の日から前月までの月数を乗じた金額及び６月に支給された期末手当、勤勉手当

の合計額に１００分の０．２８を乗じて得た額を減じた額とする。 
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給 料 表 職務の級 号   給 

事務職員給料表 １級 

２級 

３級 

４級 

５級 

６級 

１号給から９３号給まで 

１号給から６４号給まで 

１号給から４８号給まで 

１号給から３２号給まで 

１号給から２４号給まで 

１号給から１６号給まで 

事業職員給料表  １号給から１２４号給まで 

 

１９ この規程は、平成２６年４月１日より改正実施する。 

   別表６－②、別表９－（２） 

２０ この規程は、平成２６年７月１日に改正し、平成２６年４月１日より適用する。 

 別表１及び別表２（６条関係） 

２１ この規程は、平成２６年１０月１日より改正実施する。 

２２ この規程は、平成２６年１２月１日に改正し、平成２７年１月１日より改正実

施する。 

第８条及び別表４、第９条、第１６条、第１８条、別表１１ 

２３ この規程は、平成２７年３月１日に改正し、平成２６年４月１日より実施する。 

   別表１、別表２、別表９－③ 

２４ この規程は、平成２７年３月１日に改正し、平成２７年４月１日より実施する。 

別表１、別表２、別表９－③ 

２５ この規程は、平成２７年４月１日より改正実施する。 

   別表７－②、別表１０ 

２６ この規程は、平成２８年３月１日に改正し、平成２７年４月１日より実施する。 

   別表１、別表２、別表９－③ 

２７ この規程は、平成２８年４月１日より改正実施する。 

   別表７－② 

２８ この規程は、平成２９年３月１日に改正し、平成２８年４月１日より実施する。 

別表１、別表２、別表９－③ 

２９ この規程は、平成２９年４月１日より改正実施する。 

   別表５、別表９－③ 

３０ この規程は、平成２９年８月１日より改正実施する。 

３１ この規程は、平成３０年３月１日に改正し、平成２９年４月１日より実施する。 

別表１、別表２、別表９－③ 

３２ この規程は、平成３１年３月１日に改正し、平成３０年４月１日より実施する。 

別表１、別表２、別表９－③ 

３３ この規程は、令和２年３月１日に改正し、平成３１年４月１日より実施する。 
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   別表１、別表２、別表９－③ 

   この規程は、令和２年４月１日より改正実施する。 

   別表６ 

３４ この規程は、令和２年１２月１日より改正実施する。 

   別表９－③ 

３５ この規程は、令和３年４月１日から改正実施する。 

   別表７、別表１０ 

３６ この規程は、令和３年１２月３日から改正実施する。 

３７ この規程は、令和４年４月１日から改正実施する。 

   別表７ 

３８ この規程は、令和４年６月１日に改正し、令和３年１２月１日から実施する。 

   別表９－③  

３９ この規程は、令和５年２月１日に改正し、令和４年４月１日から実施する。 

   別表１、別表２、別表９－③  

４０ この規程は、令和５年７月１日に改正し、令和５年４月１日から実施する。 

   別表７ 

４１ この規程は、令和６年３月１日に改正し、令和５年４月１日から実施する。 

   別表１、別表２、別表９－③  

４２ この規程は、令和６年４月１日から実施する。 

   別表１２ 

４３ この規程は、令和７年３月１日に改正し、令和６年４月１日から実施する。 

別表１、別表２、別表９－③ 

４４ この規程は、令和７年４月１日から改正実施する。 

第１０条、別表４、別表５ 

４５ この規程は、令和８年１月１日から改正実施する。 

   別表１０ 

４６ この規程は、令和８年３月１日に改正し、令和７年４月１日から実施する。 

別表１、別表２、別表９－③ 

４７ この規程は、令和８年４月１日から改正実施する。 

別表５、別表１０、別表１２ 
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195,800 242,000 276,300 309,800 332,600 366,800

196,900 243,300 277,300 311,300 334,400 368,500

198,100 244,700 278,300 312,700 336,200 370,100

199,200 246,100 279,300 314,100 337,900 371,700

200,300 247,500 280,300 315,500 339,600 373,300

202,000 248,900 281,300 316,600 341,300 375,100

203,600 250,300 282,200 317,600 343,000 376,600

205,200 251,700 283,200 318,800 344,600 378,200

206,700 253,100 284,200 320,000 346,200 379,500

208,400 254,300 285,200 321,600 347,900 381,100

210,000 255,600 286,200 323,200 349,600 382,700

211,600 256,900 287,200 324,800 351,200 384,200

213,100 258,100 288,200 326,200 352,700 386,100

214,800 259,300 289,500 327,800 354,300 388,000

216,500 260,500 290,800 329,400 355,900 389,900

218,200 261,700 292,000 331,000 357,400 391,700

219,400 262,800 293,200 332,400 358,800 393,200

221,000 263,900 294,500 334,100 360,500 395,000

222,600 265,000 295,700 335,700 362,100 396,700

224,100 266,100 296,900 337,300 363,700 398,300

225,600 267,000 297,900 338,700 364,800 400,000

227,200 268,000 299,100 340,400 366,300 401,400

228,800 269,000 300,300 342,100 367,800 402,800

230,400 270,000 301,600 343,700 369,300 404,200

232,000 271,000 302,900 344,900 371,000 405,600

233,700 271,900 303,900 346,800 372,800 406,800

235,000 272,700 304,900 348,500 374,400 408,000

236,300 273,600 305,900 350,100 376,100 409,000

237,600 274,400 307,000 351,600 377,500 410,100

238,700 275,200 308,200 353,200 378,800 411,300

239,800 276,000 309,300 354,800 380,000 412,400

240,900 276,700 310,500 356,400 381,400 413,500

242,000 277,400 311,600 358,100 382,500 414,200

242,900 278,200 312,900 359,900 383,400 414,900

243,800 279,000 314,200 361,700 384,400 415,500

244,800 279,600 315,500 363,500 385,400 416,200

245,800 280,300 316,700 365,000 386,200 416,800

246,700 281,100 318,000 366,400 387,100 417,400

247,600 281,800 319,300 367,800 388,000 417,900

248,400 282,500 320,600 369,200 388,800 418,300

249,200 283,200 321,900 370,700 389,600 418,700

249,900 283,900 323,100 371,500 390,400 418,900

250,500 284,600 324,400 372,400 391,200 419,200

251,100 285,300 325,500 373,400 391,900 419,500

251,800 286,000 326,400 374,300 392,600 419,800

(令和7年4月1日～適用分）

４１号

４２号

４３号

４４号

４５号

３５号

３６号

３７号

３８号

３９号

４０号

２９号

３０号

３１号

３２号

３３号

３４号

２３号

２４号

２５号

２６号

２７号

２８号

１７号

１８号

１９号

２０号

２１号

２２号

１１号

１２号

１３号

１４号

１５号

１６号

５号

６号

７号

８号

９号

１０号

５級 ６級

１号

２号

３号

４号

別表１（第６条関係）

事　務　職　員　給　料　表
対馬市社会福祉協議会

    職務の級

号俸
１級 ２級 ３級 ４級
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252,400 286,600 327,700 375,400 393,300 420,100

253,000 287,300 329,000 376,300 394,000 420,400

253,600 287,900 330,300 377,300 394,700 420,700

254,100 288,600 331,400 378,200 395,200 420,900

254,700 289,200 332,700 378,900 395,800 421,200

255,300 289,900 333,900 379,600 396,400 421,400

255,800 290,600 335,100 380,200 397,100 421,700

256,200 291,100 336,400 380,600 397,500 421,900

256,600 291,700 337,400 381,200 398,100 422,200

256,900 292,300 338,500 381,800 398,700 422,500

257,200 293,000 339,600 382,500 399,200 422,800

257,500 293,600 340,300 382,800 399,600 423,000

257,800 294,200 341,200 383,500 400,200 423,300

258,100 294,800 341,900 384,200 400,800 423,600

258,400 295,500 342,700 384,800 401,300 423,800

258,700 296,100 343,500 385,100 401,700 424,000

259,000 296,700 343,900 385,600 402,200 424,300

259,300 297,200 344,400 386,200 402,700 424,600

259,600 297,700 345,100 386,800 403,300 424,800

259,900 298,200 345,900 387,100 403,600 425,000

260,200 298,800 346,600 387,700 404,000 425,300

260,500 299,300 347,300 388,400 404,300 425,600

260,800 299,900 347,900 389,000 404,700 425,800

261,100 300,300 348,400 389,400 405,000 426,000

261,400 300,800 349,000 389,900 405,300 426,300

261,700 301,300 349,500 390,500 405,600 426,600

262,000 301,900 350,100 391,000 405,800 426,800

262,300 302,400 350,400 391,500 406,000 427,000

262,600 302,800 350,900 392,100 406,300

262,900 303,100 351,200 392,500 406,600

263,200 303,400 351,600 392,800 406,800

263,500 303,600 352,000 393,200 407,000

263,800 303,900 352,500 393,700 407,300

264,100 304,100 353,000 394,100 407,600

264,400 304,400 353,500 394,500 407,800

264,700 304,600 353,800 394,900 408,000

265,000 304,800 354,200 395,400 408,300

265,300 305,100 354,600 395,800 408,600

265,600 305,300 355,000 396,200 408,800

265,900 305,600 355,300 396,500 409,000

266,200 305,800 355,700

266,500 306,100 356,100

266,800 306,400 356,500

267,100 306,700 356,700

267,400 307,000 357,100

267,700 307,300 357,500

268,000 307,600 357,900

268,300 307,800 358,100

308,000 358,400

308,300 358,800９５号

８９号

９０号

９１号

９２号

９３号

９４号

８３号

８４号

８５号

８６号

８７号

８８号

７７号

７８号

７９号

８０号

８１号

８２号

７１号

７２号

７３号

７４号

７５号

７６号

６５号

６６号

６７号

６８号

６９号

７０号

５９号

６０号

６１号

６２号

６３号

６４号

５３号

５４号

５５号

５６号

５７号

５８号

４７号

４８号

４９号

５０号

５１号

５２号

４６号

 



 
給 与 規 程                            対馬市社会福祉協議会 

  

308,700 359,100

308,900 359,400

309,200 359,800

309,500 360,200

309,900 360,600

310,100 361,100

310,400 361,500

310,700 361,900

311,000 362,300

311,200 362,800

311,500 363,200

311,800 363,500

312,100 363,800

312,300 364,200

312,600

313,000

313,300

313,500

313,700

314,000

314,400

314,600

314,800

315,100

315,400

315,700

315,900

316,200

316,500

316,800

備　　考

１２１号

１２２号

１２３号

１２４号

１２５号

１１５号

１１６号

１１７号

１１８号

１１９号

１０７号

１０８号

１２０号

１０９号

１１０号

１１１号

１１２号

１１３号

１１４号

１０１号

１０２号

１０３号

１０４号

１０５号

１０６号

９６号

９７号

９８号

９９号

１００号

１　本給料表は、対馬市の給与条例に規定する「行政職給料表」を基準として定める。
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対馬市社会福祉協議会

号 俸 給 料 月 額 備 考 号 俸 給 料 月 額 備 考

１号 198,200              （１-１） ５１号 247,200              

２号 199,900              ５２号 247,500              

３号 201,600              ５３号 249,100              （２-１３）

４号 203,300              ５４号 249,500              

５号 205,000              ５５号 250,000              

６号 206,700              ５６号 250,400              

７号 208,300              ５７号 250,900              

８号 209,900              ５８号 251,300              

９号 211,500              ５９号 251,800              

１０号 213,000              ６０号 252,200              

１１号 214,500              ６１号 252,500              

１２号 215,900              ６２号 252,800              

１３号 217,300              ６３号 253,100              

１４号 218,800              ６４号 253,400              

１５号 220,300              ６５号 253,900              

１６号 221,800              ６６号 254,400              

１７号 223,200              ６７号 254,800              

１８号 224,600              ６８号 255,300              

１９号 226,000              ６９号 255,800              

２０号 227,400              ７０号 256,300              

２１号 228,800              ７１号 256,700              

２２号 229,800              ７２号 257,100              

２３号 230,900              ７３号 257,400              

２４号 232,000              ７４号 257,900              

２５号 233,000              ７５号 258,400              

２６号 233,800              ７６号 258,800              

２７号 234,700              ７７号 259,200              

２８号 235,500              ７８号 259,700              

２９号 236,400              ７９号 260,100              

３０号 237,200              ８０号 260,500              

３１号 238,000              ８１号 260,900              

３２号 238,800              ８２号 261,300              

３３号 239,600              ８３号 261,800              

３４号 240,100              ８４号 262,100              

３５号 240,600              ８５号 262,400              

３６号 241,100              ８６号 262,800              

３７号 241,700              ８７号 263,200              

３８号 242,200              ８８号 263,500              

３９号 242,700              ８９号 283,100              （３-３４）

４０号 243,200              ９０号 283,800              

４１号 243,700              ９１号 284,400              

４２号 244,000              ９２号 285,000              

４３号 244,300              ９３号 285,700              

４４号 244,700              ９４号 286,300              

４５号 245,100              ９５号 286,800              

４６号 245,500              ９６号 287,200              

４７号 245,900              ９７号 287,700              

４８号 246,300              ９８号 288,100              

４９号 246,600              ９９号 288,500              

５０号 246,900              １００号 289,000              

別表２（第６条関係）　　　　　　　　　事　業　職　員　給　料　表

（令和7年4月1日～適用分）
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１０１号 289,500              １４６号 309,400              

１０２号 290,000              １４７号 309,900              

１０３号 290,300              １４８号 310,200              

１０４号 290,700              １４９号 310,600              

１０５号 291,100              １５０号 311,000              

１０６号 291,500              １５１号 311,500              

１０７号 292,000              １５２号 311,900              

１０８号 292,300              １５３号 312,300              

１０９号 292,700              １５４号 312,600              

１１０号 293,200              １５５号 312,900              

１１１号 293,700              １５６号 313,200              

１１２号 294,100              １５７号 313,600              

１１３号 294,700              １５８号 313,900              

１１４号 295,200              １５９号 314,300              

１１５号 295,800              １６０号 314,600              

１１６号 296,400              １６１号 315,000              

１１７号 296,900              １６２号 315,400              

１１８号 297,500              １６３号 315,600              

１１９号 298,000              １６４号 315,800              

１２０号 298,500              １６５号 316,100              

１２１号 299,000              １６６号 316,400              

１２２号 299,500              １６７号 316,600              

１２３号 300,000              １６８号 316,800              

１２４号 300,400              １６９号 317,100              

１２５号 300,800              １７０号 317,400              

１２６号 301,200              １７１号 317,600              

１２７号 301,600              １７２号 317,800              

１２８号 302,000              １７３号 318,100              

１２９号 302,300              １７４号 318,400              

１３０号 302,700              １７５号 318,600              

１３１号 303,100              １７６号 318,800              

１３２号 303,500              １７７号 319,100              

１３３号 303,900              １７８号 319,400              

１３４号 304,300              １７９号 319,600              

１３５号 304,700              １８０号 319,800              

１３６号 305,000              

１３７号 305,500              

１３８号 305,900              

１３９号 306,400              

１４０号 306,700              

１４１号 307,200              

１４２号 307,700              

１４３号 308,000              

１４４号 308,400              

１４５号 308,900              

備　　考

１　本給料表は、「行政職給料表Ⅱ」を基準として定める。
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別表３（第７条関係） 

（１）学歴加算 

  対馬市条例に定める学歴区分による修学年数から１２を減じた年数を加算する。 

 （２） 職務経験による加算 

換 算 率 備 考

職務の種類が類似してい
る職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間 80/100以下
部内の他の職員との均衡を
著しく失する場合はこの限
りではない。

その経験が直接関係があ
ると認められる職務に従
事した期間

100/100以下

その他の期間 80/100以下

特殊の知識、技術又は経
験を必要とする職務に従
事した期間でその職務が
直接関係があると認めら
れる職務に従事した期間

100/100以下

技能、労務等の職務に従
事した期間でその職務が
職員として関係があると
認められる職務に従事し
た期間

50/100以下
部内の他の職員との均衡を
著しく失する場合は80/100
以内

その他の期間 25/100以下
部内の他の職員との均衡を
著しく失する場合は50/100
以内

職 務 経 験 換 算 表

職 歴

経験年数の換算
　経験年数の換算を行う場合は、次により算出した号数を加算する。
　　①経験年数が５年までの期間の月数：１２で除した号数（１未満切り捨て）
　　②経験年数が５年を超える期間の月数：１８で除した号数（１未満切り捨て）

国家公務員、地方公務員
又は公共企業体、政府関
係機関若しくは外国政府
の職員としての期間

民間における企業体、団
体等の職員としての在職
期間

その他の期間
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別表４（第８条関係） 

級別標準職務表 

職務の級 標準的な職務の内容 

１級 定型的な業務を行う職務 

２級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 

３級 係長及び主査の職務 

４級 

１ 課長及び支所長の職務  

 

２ 参事の職務 

 

３ 困難な業務を掌握する係長の職務 

５級 

１ 事務局長の職務 

 

２ 課長及び支所長の職務 

 

３ 参事の職務 

６級 

１ 事務局長の職務 

 

２ 課長及び支所長の職務 

 

別表５（第１１条関係） 

扶養手当の月額 

支給対象者 支給月額 

父母等 １人につき ６，５００円 

第１１条第２項第１号に該当する扶養家族 １人につき １３，０００円 

教育加算 
満１６歳の年度初めから満２２歳

の年の年度末までの子 
１人につき ５，０００円 
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別表６（第１３条関係） 

①　家賃を支払っている場合（第１項第１号該当）

基 準 額

Ａ 16,000円

Ｂ 11,000円

Ｃ
16,000円

Ｄ 28,000円

支給月額の計算

① 月額16,000円以下の家賃を支払っている場合 0円

② 月額16,000円を超え23,000円以下の家賃を支払っている場合

③ 月額23,000円を超え55,000円以下の家賃を支払っている場合

④ 月額55,000円を超える家賃を支払っている場合 28,000円

②　単身赴任手当を支給される職員の配偶者等（第１項第３号及び第４号該当）

(1) 家賃を支払っている職員の支給額（上記①の額）の1/2

住居手当の月額

（家賃の額-23,000円）×1/2＋11,000円＝支給月額

Ａ＋Ｂを超えて家賃を支払っている場合、当該超えた額の２
分の１支給限度額

最高支給限度額

区 分

家賃の額-16,000円＝支給月額

家賃の月額から控除する額

Ａを超えて家賃を支払っている場合の満額支給限度額
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別表７（第１４条関係） 

① 交通機関を利用して通勤する場合の支給月額

基 準 額
Ａ 45,000円

Ｂ 5,000円

Ｃ 50,000円
(1) 支給月額の計算

① 月額45,000以下の運賃を支払っている場合 運賃相当額
② 月額45,000円を超え55,000以下の運賃を支払っている場合

(運賃相当額ー45,000円）×1/2＋45,000円
③ 月額55,000円以上の運賃を支払っている場合 50,000円

② 自動車等を使用して通勤する場合の支給月額

片道 2ｋｍ 以上 3ｋｍ未満

片道 3ｋｍ 以上 4ｋｍ未満

片道 4ｋｍ 以上 5ｋｍ未満

片道 5ｋｍ 以上 6ｋｍ未満

片道 6ｋｍ 以上 7ｋｍ未満

片道 7ｋｍ 以上 8ｋｍ未満

片道 8ｋｍ 以上 9ｋｍ未満

片道 9ｋｍ 以上10ｋｍ未満

片道 10ｋｍ 以上11ｋｍ未満

片道 11ｋｍ 以上12ｋｍ未満

片道 12ｋｍ 以上13ｋｍ未満

片道 13ｋｍ 以上14ｋｍ未満

片道 14ｋｍ 以上15ｋｍ未満

片道 15ｋｍ 以上16ｋｍ未満

片道 16ｋｍ 以上17ｋｍ未満

片道 17ｋｍ 以上18ｋｍ未満

片道 18ｋｍ 以上19ｋｍ未満

片道 19ｋｍ 以上20ｋｍ未満

片道 20ｋｍ 以上21ｋｍ未満

片道 21ｋｍ 以上22ｋｍ未満

片道 22ｋｍ 以上23ｋｍ未満

片道 23ｋｍ 以上24ｋｍ未満

片道 24ｋｍ 以上25ｋｍ未満

片道 25ｋｍ 以上26ｋｍ未満

片道 26ｋｍ 以上27ｋｍ未満

片道 27ｋｍ 以上28ｋｍ未満

片道 28ｋｍ 以上29ｋｍ未満

片道 29ｋｍ 以上30ｋｍ未満

片道 30ｋｍ 以上31ｋｍ未満

片道 31ｋｍ 以上32ｋｍ未満

片道 32ｋｍ 以上33ｋｍ未満

片道 33ｋｍ 以上34ｋｍ未満

片道 34ｋｍ 以上35ｋｍ未満

片道 35ｋｍ 以上36ｋｍ未満

片道 36ｋｍ 以上37ｋｍ未満

片道 37ｋｍ 以上38ｋｍ未満

片道 38ｋｍ 以上39ｋｍ未満

片道 39ｋｍ 以上40ｋｍ未満

片道 40ｋｍ 以上41ｋｍ未満

片道 41ｋｍ 以上42ｋｍ未満

片道 42ｋｍ 以上43ｋｍ未満

片道 43ｋｍ 以上44ｋｍ未満

片道 44ｋｍ 以上45ｋｍ未満

片道 45ｋｍ 以上46ｋｍ未満

片道 46ｋｍ 以上47ｋｍ未満

片道 47ｋｍ 以上48ｋｍ未満

片道 48ｋｍ 以上49ｋｍ未満

片道 49ｋｍ 以上50ｋｍ未満

片道 50ｋｍ 以上51ｋｍ未満

片道 51ｋｍ 以上52ｋｍ未満

片道 52ｋｍ 以上53ｋｍ未満

片道 53ｋｍ 以上54ｋｍ未満

片道 54ｋｍ 以上55ｋｍ未満

片道 55ｋｍ 以上56ｋｍ未満

片道 56ｋｍ 以上57ｋｍ未満

片道 57ｋｍ 以上58ｋｍ未満

片道 58ｋｍ 以上59ｋｍ未満

片道 59ｋｍ 以上60ｋｍ未満

片道 60ｋｍ 以上61ｋｍ未満

片道 61ｋｍ 以上62ｋｍ未満

片道 62ｋｍ 以上63ｋｍ未満

片道 63ｋｍ 以上64ｋｍ未満

片道 64ｋｍ 以上65ｋｍ未満

片道 65ｋｍ 以上

(2) 運賃等の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的
と認められる通常の通勤経路及び方法で行う

通勤手当の月額

区 分
支払っている運賃等に対する満額支給額

Ａを超えて運賃等を支払っている場合、当該２分の１の
支給限度額

最高支給限度額（Ａ＋Ｂ）

6,450 円　

通 勤 距 離 の 区 分 支 給 月 額

1,200 円　
1,800 円　
2,400 円　
3,150 円　
3,700 円　
4,250 円　
4,800 円　
5,350 円　
5,900 円　

13,050 円　

7,000 円　
7,550 円　
8,100 円　
8,650 円　
9,200 円　
9,750 円　

10,300 円　
10,850 円　
11,400 円　
11,950 円　
12,500 円　

19,400 円　

13,600 円　
14,150 円　
14,700 円　
15,250 円　
15,800 円　
16,350 円　
16,900 円　
17,400 円　
17,900 円　
18,400 円　
18,900 円　

24,750 円　

19,900 円　
20,400 円　
20,900 円　
21,400 円　
21,600 円　
22,050 円　
22,500 円　
22,950 円　
23,400 円　
23,850 円　
24,300 円　

29,500 円　

25,200 円　
25,650 円　
25,900 円　
26,300 円　
26,700 円　
27,100 円　
27,500 円　
27,900 円　
28,300 円　
28,700 円　
29,100 円　

29,700 円　
30,050 円　
30,400 円　
30,750 円　
31,100 円　
31,450 円　  
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別表８（第１５条関係） 

 

100ｋｍ以上 300ｋｍ未満
300ｋｍ以上 500ｋｍ未満
500ｋｍ以上 700ｋｍ未満
700ｋｍ以上 900ｋｍ未満
900ｋｍ以上 1100ｋｍ未満
1100ｋｍ以上 1300ｋｍ未満
1300ｋｍ以上 1500ｋｍ未満
1500ｋｍ以上

12,000 円　
18,000 円　

45,000 円　

35,000 円　
40,000 円　

24,000 円　
30,000 円　

職員の住居から配偶者等の住居の距離 支 給 月 額
6,000 円　

単身赴任手当の加算額

 

 

別表９（第１６条関係） 

期末・勤勉手当の支給額 

 ① 期末手当の支給額 

   期末手当＝期末手当基礎額×支給率×期間率 

   期末手当基礎額＝給料月額＋扶養手当＋（給料月額×役付加算割合） 

（円未満切捨て） 

 ② 勤勉手当の支給額 

   勤勉手当＝勤勉手当基礎額×支給率×期間率 

   勤勉手当基礎額＝給料月額＋（給料月額×役付加算割合） 

(円未満切捨て) 

 ③ 支給率            （令和７年１２月期） 

   

期 末 手 当 勤 勉 手 当

６月１日 1.250 1.050

12月１日 1.275 1.075

支 給 率
基 準 日

 

 ③ 支給率            （令和８年度以降） 

   

期 末 手 当 勤 勉 手 当

６月１日 1.2625 1.0625

12月１日 1.2625 1.0625

支 給 率
基 準 日
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 ④ 期間率 

   

基準日以前６月以内
の 在 職 期 間

期間率
基準日以前６月以内
の 勤 務 期 間

期間率

6月 100/100
5月15日以上6月未満 95/100
5月以上5月15日未満 90/100
4月15日以上5月未満 80/100
4月以上4月15日未満 70/100
3月15日以上4月未満 60/100
3月以上3月15日未満 50/100
2月15日以上3月未満 40/100
2月以上2月15日未満 30/100
1月15日以上2月未満 20/100
1月以上1月15日未満 15/100
15日以上1月未満 10/100
15日未満 5/100
零 0/100

期 末 手 当 勤 勉 手 当

3月以上5月未満

3月未満

100/100

80/100

60/100

30/100

6月

5月以上6月未満

 

 

 ⑤ 役付加算の率 

  (1) 事務職員給料表を適用される職員 

   

職 務 加 算 割 合

職務の級４級、５級及び６級の職員 10/100

職務の級３級の職員 5/100
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別表１０（第１７条関係） 

 

職務手当の月額等 
      

(１) 職員の内次の資格を有する職員  

 資   格   名   称 月 額 支 給 額 

 社会福祉士 ２，５００円  

 介護福祉士（介護事業に従事する職員に限る） ２，５００円  

       

(２) 職員の内次の職務に従事する職員   

 職 務 手 当 の 支 給 を 受 け る 職 務 月 額 支 給 額 

 介護保険事業所等の管理者 １０，０００円  

 
介護保険事業所等の副管理者 ７，５００円  

主任介護支援専門員 ５，０００円  

 介護支援専門員 ２，５００円  

 主任相談支援専門員 ５，０００円  

 相談支援専門員 ２，５００円  

 訪問介護員 ２，５００円  

 

看護師 ２，５００円  

サービス提供責任者 ２，５００円  

成年後見専門員 ２，５００円  

成年後見支援員 ２，５００円  

生活支援コーディネーター ２，５００円  

     

(３) 職員の内次の職務に従事する職員 

 職 務 手 当 の 支 給 を 受 け る 職 務 日 額 支 給 額 

 介護保険事業所等で２４時間対応する者   ２５０円  

※１  上記（１）及び（２）の手当については、第１０条に規定する管理職手当 

と重複して支払わない。 
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 ２  上記（１）及び（２）の手当が重複する場合は、該当する手当の内最も高 

額なもの１つを支給する。 

 ３  上記（３）の手当は、（１）及び（２）の手当の支給の有無に関わらず支給

する。 

 

別表１１（第９条第２項関係） 

昇給区分 極めて良好 特に良好 良好
やや良好
でない

良好でない

事務職員給料表
６級の職務の職員

８号給以上 ６号給 ３号給 ２号給 ０号給

５５歳以上 ２号給以上 １号給 ０号給 ０号給 ０号給

その他の職員 ８号給以上 ６号給 ４号給 ２号給 ０号給

※　平成１８年４月１日から平成１９年１月１日までの期間は次による

昇給区分 極めて良好 特に良好 良好
やや良好
でない

良好でない

事務職員給料表
６級の職務の職員

６号給以上 ４号給 ２号給 １号給 ０号給

５５歳以上 ３号給以上 ２号給 １号給 ０号給 ０号給

その他の職員 ６号給以上 ４号給 ３号給 １号給 ０号給

昇給基準
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別表１２（第９条第７項関係）

２級 ３級 ４級 ５級 ６級

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 2 1

1 1 1 3 1

1 1 1 4 1

1 1 1 5 1

1 1 1 6 1

1 1 1 7 1

1 1 1 8 1

1 1 1 9 1

1 1 1 10 2

1 1 1 11 3

1 1 1 12 4

1 1 1 13 5

1 2 2 14 5

1 3 3 15 6

1 4 4 16 6

1 5 5 17 7

1 6 6 18 7

1 7 7 19 8

1 8 8 20 8

1 9 9 21 9

1 10 10 22 9

1 11 11 23 10

1 12 12 24 10

1 13 13 25 11

2 14 14 26 11

3 15 15 27 12

4 16 16 28 12

5 17 17 29 13

6 18 18 30 13

7 19 19 31 13

8 20 20 32 13

9 21 21 33 14

39

40

41

33

34

35

36

37

38

27

28

29

30

31

32

21

22

23

24

25

26

15

16

17

18

19

20

9

10

11

12

13

14

3

4

5

6

7

8

事務職員給料表　昇格時号給対応表

昇給した日の前日の受けてい

た号給

昇格後の号給

1

2
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10 22 22 34 14

11 23 23 35 14

12 24 24 36 14

13 25 25 37 15

14 26 26 38 15

15 27 27 39 15

16 28 28 40 15

17 29 29 41 15

18 30 30 42 15

19 31 31 43 15

20 32 32 44 15

21 33 33 45 15

21 33 34 46 15

22 34 35 47 15

22 34 36 48 15

23 35 37 49 15

23 35 37 50 15

24 36 37 51 15

24 36 38 52 15

25 37 38 53 15

25 38 38 54 15

26 39 39 55 15

26 40 39 56 15

27 41 39 57 15

27 41 40 58 16

28 42 40 59 16

28 42 40 60 16

29 43 41 60 16

29 43 41 61 16

29 44 41 61 16

30 44 42 61 16

30 45 42 61 17

30 45 42 61

31 45 43 61

31 45 43 61

31 45 43 61

32 46 44 62

32 46 44 62

32 46 44 62

33 46 45 63

33 46 45 64

33 47 45 65

34 47 45 66

81

82

83

84

75

76

77

78

79

80

69

70

71

72

73

74

63

64

65

66

67

68

57

58

59

60

61

62

51

52

53

54

55

56

45

46

47

48

49

50

42

43

44
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34 47 46 67

34 47 46

35 47 46

35 48 46

35 48 47

36 48 47

36 48 47

36 48 47

37 49 47

49 47

49 48

49 48

49 48

50 48

50 48

50 48

50 48

50 48

51 49

51 49

51 49

51 49

51 49

52 49

52 49

52

52

52

52

52

52

52

53

53

53

53

53

53

53

53

53

123

124

125

117

118

119

120

121

122

111

112

113

114

115

116

105

106

107

108

109

110

99

100

101

102

103

104

93

94

95

96

97

98

87

88

89

90

91

92

85

86
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様式第１号（第７条関係） 

採用年月日

大学・ 短大 ＋
高校・ 中学 ー

至 年 月 日 換算年月

経験年(月) 数 等 級 資 格 年 数

＋
－

学歴超過分 12月で除した分 18月で除した分

0年 0年

決定等級号給 残 月 数 次期昇給日

初任給計算書

算定等級号級

備 考

計

調 整 年 数

年

初任給

自 年 月 日 左の年月数 換算率

適 用
給料表

経 歴

氏 名

学 歴

差 引 き 残 年 ( 月 ) 数

上 位 等 級 初
号 相 当 号 級

免 許 資 格

0年

計
経験年数により加える号級
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様式第２号（第１１条関係） 

職
氏
名

（注)1.「続柄」欄には、職員との続柄（重度心身障害者として届け出る場合は、その旨を伴わせて）を記入する。

     2.「同居・別居の別」欄を別居の場合の住所地は市町村名まで記入する。

　　 3.「所得の年額」欄には、給与所得、事業所得、不動産所得、年金所得等恒常的な所得がある場合に、これらの種類ごとにその年額（見込額）を記入する。

同居・別居の別

（別居の場合は住所）

所得の年額扶養親族の

氏　　　名
続柄 生年月日

　　　　年　　月　　日

届出の事由
所得の種類 金額

届出事実

の発生年月日

届出の理由1～3に該当する場合の記入欄

対馬市社会福祉協議会会長　　殿

　規定に基づき次のとおり届け出ます。　　　　　　　 　　　　（証明書　　通添付）

届出の理由（該当する□にﾚ印を付するとともに、事実の発生年月日を記入すること。）

□1　新たに職員となった　（□配偶者がいない）

□5　配偶者を有するに至った。　　　　　（2に該当する場合を除く。）

　　　　年　　月　　日

扶　養　親　族　届

参考　＜上記扶養親族を職員と共同して扶養している者がいる場合、配偶者が給与法適用職員であって
　　　　別途扶養手当を受給している場合等、認定上参考になると思われる事項があれば記入する。＞

　各庁の長

□3　扶養親族たる要件を欠くに至った者がある。

勤　務　先

上記のとおり認定する。 係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（子、孫及び弟妹で満22歳の年度末を越えた者を除く。）

□4　配偶者のいない職員となった。　　　（3に該当する場合を除く。）　　　

□2　新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある。　　　　　　（□配偶者がいない）

　　　　　　年　　月　　日

　　　対馬市社会福祉協議会会長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

各庁の長記入欄

取
扱
者

認
　
印

事務局長 支所長

　　 4.「届出の事由」欄には、届出の事由の2又は3に該当する場合にその事由（例えば婚姻、離婚、出生、死亡,満60歳以上等）をそれぞれ記入する。

 



 
給 与 規 程                            対馬市社会福祉協議会 

  

様式第３号（第１３条関係） 

  

 

　

　

　

印

　　　　　　　年　　　月　　　日

対馬市社会福祉協議会会長　殿

認
　
印

対馬市社会福祉協議会会長 印

取
扱
者

係事務局長 支所長

□　借家・借間

□　自　　　宅　　　（□　新築又は購入に係る住宅（5年を経過する日：　　　　年　　月　　日）

上記のとおり
　□　確認する。

　□　確認し、家賃の額に相当する額は　　　　　　　円と算定する。

□新築した　　□相続した　　□購入した　　□贈与された

□その他の取得理由　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

住宅の新築又は購入がなされた日

同　居　者

世帯主氏名（主たる生計維持者）

　　　　　年　　月　　日

□配偶者　　□一親等の血族又は姻族　　□その他

□一親等の血族又は姻族（上欄に掲げる者と共有しているときに限り記入）

所有権の保存又は移転登記年月日

（　　　　年　 月 　日）

□本人　　□本人の　　□職員であ　　□職員である配偶者
　　　　　　扶養親族　　る配偶者　　　の扶養親族

□一親等の血族又は姻族（上欄に掲げる者と共有しているときに限り記入）

所有権の保存又は移転登記年月日

（　　　　年　 月 　日）

住　居　届
　　　　年　　月　　日

勤　務　先

□契約関係の変更（契約の更新を含む）

主な届出の理由

□新　規　　　　　□住宅の所有関係の変更

□転　居　　　　　□支給要件の喪失

住 宅 の 種 類

住 宅 の 所 有 者

住 宅 の 貸 主

 住宅の名義上の貸主

契 約 年 月 日

家 賃 等

□家賃の額の改定　□その他（　　　　　）

上記事実の発生年月日　　　  　 年　   月　   日

規定に基づき、居住の実情、住宅の所有関係等を届け出ます。

　　　　　　　　　　支所

　　　　　　　　　　　班

そ
の
他
の
住
宅

住宅の取得理由

譲渡担保の

目的となっ

　（契約書等証明書類　　　　通添付）

　
職

氏
　
名

借
家
・
借
間

住 宅 の 所 在 地

□本人　□扶養親族（氏名　　　　　） 共同名義人が（いる・いない）〔氏名　  　　　     　続柄　   　〕

左記家賃には

□電気、ガス又は水道の料金が含まれている。（光熱費込みの下宿代）

自
　
　
　
　
　
　
　
宅

住宅の住所地

住
宅
の
所
有
関
係

所有権の

ある住宅

□借家　　□借間　　□まかない付下宿

続柄（　　　　）

住 宅 の 契 約 面 積 　　　　　　　　　　　　　　㎡

　月額　　　　　　　　　円

（　　　　年　　月　　日から）

　　　　　年　　　月　　　日から

　　　　　年　　　月　　　日まで

長崎県対馬市 住 宅 へ の 入 居 日   　　　　　年　　　月　　　日

　　　　年　　月　　日 契　約　期　間

□本人　　□本人の　　□職員であ　　□職員である配偶者
　　　　　　扶養親族　　る配偶者　　　の扶養親族

住宅への入居日 　　　　年　　月　　日

住　所

住　所続柄（　　　　）

□食費等が含まれている。（まかない付下宿代）

□本人　　□本人の　　□職員であ　　□職員である配偶者
　　　　　　扶養親族　　る配偶者　　　の扶養親族

所有権の保存又は移転登記年月日

（　　　　年　 月 　日）

ている住宅

長崎県対馬市

□一親等の血族又は姻族（上欄に掲げる者と共有しているときに限り記入）

所有権を

留保されて

いる住宅
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様式第４号（第１４条関係） 

 

職名 氏名

住所

順路

□開始
□改訂
□終了

通勤手当
の月額

支給の始期
終期等

通勤距離

決 定 事 項

通勤距離 □交通機関等利用

2ｋｍ以上 □自転車等利用

該当理由

□離島等

2ｋｍ未満 □身体障害

　　　　円

　　　　年　　月　　日

1月の運賃
等 の 額 の
算 出 基 礎

1 月 の 運
賃 等 の 別

1

2

通勤経路の略図（経路朱線）

確認及び決定事項（提出者は記入しないこと。）　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日受理

順
　
　
　
　
路

算 出 の 基 礎 と な る
交 通 機 関 等

等の名称
交通機関 利　　用

区　　間

定 期 券 回
数 券 そ の
他 の 別

通 勤 距 離 （ 概 算 ）

総 所 要 時 間 （ 概 算 ）

平 均 1 月 間 の
運 賃 率 の 負 担 額

総通勤距離2ｋｍ未満の場合
交通機関等を利用する場合

　　時間　　分

　　　：

乗車券等
の種類

備　考

　　　　　　から
（　　　　）まで

　　　 ｋｍ
　　　.

　　　 ｋｍ
　　　.

　　　 ｋｍ
　　　.

左額の乗車券
等の金額

円

所要時間
（概算）

　　時間　　分

　　　：

通勤方法
の別

　　時間　　分

　　　：

区　　　　間

　　　　　　から
（　　　　）まで

　　　　　　から
（　　　　）まで

距離
（概算）

長崎県対馬市

主 な 届 出 理 由

□新規（異動の場合も含む）　□住居の変更

□通勤経路の変更　　□通勤方法の変更

□運賃等の負担額の変更

　　上記事実の発生年月日
　　　　　　　年　　月　　日

　　（備考） 非該当理由

　　規定に従い上記のとおり確認し決定する。

　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　印

通　　勤　　届
　　　　　年　　月　　日提出

対馬市社会福祉協議会会長　殿

勤 務 箇 所

所 在 地

対馬市社会福祉協議会会長　　　　　　　　　　印

認
　
　
印

係事務局長 支所長

4.「乗車券等の種類」欄には、1ヶ月定期の額、10枚綴回数券等の別を記入する。

5.「左欄の乗車券等の額」欄には、1ヶ月定期の額、10枚綴回数等に応ずる額を記入する。

6.「備考」欄には、定期券を持たない理由、回数券の片道および月間の使用枚数等を記入する。

７・往路と帰路と異なる場合は、「備考」欄のその旨と理由を記入し、順路中の空欄に異なる部分を記入する。

記入上の注意

1.この届には、通常行っている通勤の実情のみを記入し、例外的な方法等は記入しない。

2.「主たる届出事項」欄には、この届を行う主たる原因の1のみレを付する。

3.「通勤方法の別」欄には、通勤の順路に従い、徒歩、自転車、バス等の別を記入する。
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様式第５号(第１５条関係) 

 
単 身 赴 任 届 

年  月  日 
 
対馬市社会福祉協議会長 様 
 

職

名 

  氏

名 印 
勤務箇所 
 

  
所在地 

  

届出の理由 
□1 新規 □2 異動 □3 転居(□本人 □配偶者) □4 その他
(       ) 

上記事実の発生年月日       年  月  日 
給与規程第１５条の規定に基づき、次の通り配偶者等との別居の状況等を届け出ます。 

(住民票等証明書類  通添付) 
 
1 異動直前の居住状況等 
異動の発令年月
日 

年  月  日 
  

本人の住居  入居年月日 年   月   日 

同居者 
□配偶者   □子(生年月日          ) 

         □子(生年月日          ) 
         □子(生年月日          ) 
         □子(生年月日          ) 

 
2 現在の居住状況等 

配偶者と別居した年月日 年  月  日   

配偶者と別
居した事情 

  

本人の住居   

本人の住居
における同
居者 

  □子(生年月日      ) □子(生年月日      ) 
  □子(生年月日      ) □子(生年月日      ) 
  □その他(続柄      ) □その他(続柄      ) 
  □その他(続柄      ) □その他(続柄      ) 

配偶者の住
居 

異動直前の本人の住所
と 

□同じ 

□異なる(入居年月日  年  月  日) 

異動直前の住居から勤務公署までの通勤経路及び方法 (2 号紙(1)) 
配偶者の住居から勤務公署までの通勤経路及び方法 (2 号紙(2)) 
配偶者の住居から本人の住居までの交通経路及び方法 (2 号紙(3)) 
 
※給与支給権者記載欄 
上記のとおり□確認す
る。 
 
 
      □確認し、 

□単身赴任手当の月額を       円と決定する。 
 
□給与規程第１５条第３項の規定による加算額を        
円、単身赴任手当の月額を       円と決定す
る。 

年  月  日 
 
対馬市社会福祉協会長長     印 

認取 
印扱 
 者 

事務局長 支所長  係 
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(1) 異動直前の住居から勤務箇所までの通勤経路及び方法(配偶者とともに住居を移転し、その
後に別居した場合記入不要) 

順

路 

 通勤
方法
の別 

 
区間 

※
任
命
権
者
記
入
欄 

順

路 

 通勤
方法
の別 

 
区間 距離 

1 
  住居から(     

  経由)   まで 1 
  住居から(     

  経由)   まで km 

2 
  住居から(     

       経由) 2 
  住居から(     

       経由) km 

3 
  住居から(     

       経由) 3 
  住居から(     

       経由) km 

4 
  住居から(     

       経由) 4 
  住居から(     

       経由) km 

5 
  住居から(     

       経由) 5 
  住居から(     

       経由) km 

6 
  住居から(     

       経由) 
計(給与規程第１５条の規定による通勤
距離) km 

経路略図(経路朱線) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) 配偶者の住居から勤務箇所までの通勤経路及び方法(配偶者の住居が異動直前の本人の住居
と同じ場合記入不要) 

順

路 

 通勤
方法
の別 

 
区間 

※
任
命
権
者
記
入
欄 

順

路 

 通勤
方法
の別 

 
区間 距離 

1 
  住居から(     

  経由)   まで 1 
  住居から(     

  経由)   まで km 

2 
  住居から(     

       経由) 2 
  住居から(     

       経由) km 

3 
  住居から(     

       経由) 3 
  住居から(     

       経由) km 

4 
  住居から(     

       経由) 4 
  住居から(     

       経由) km 

5 
  住居から(     

       経由) 5 
  住居から(     

       経由) km 

6 
  住居から(     

       経由) 
計(給与規程第１５条の規定による通勤
距離) km 

経路略図(経路朱線) 
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(3) 配偶者の住居から本人の住居までの交通経路及び方法 

順

路 

 通勤
方法
の別 

 
区間 

※
任
命
権
者
記
入
欄 

順

路 

 通勤
方法
の別 

 
区間 距離 

1 
  住居から(     

  経由)   まで 1 
  住居から(     

  経由)   まで km 

2 
  住居から(     

       経由) 2 
  住居から(     

       経由) km 

3 
  住居から(     

       経由) 3 
  住居から(     

       経由) km 

4 
  住居から(     

       経由) 4 
  住居から(     

       経由) km 

5 
  住居から(     

       経由) 5 
  住居から(     

       経由) km 

6 
  住居から(     

       経由) 
計(給与規程第１５条の規定による通勤
距離) km 

経路略図(経路朱線) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


